
子ども・子育て会議の役割について 

 

１　「十日町市子ども・子育て会議」とは 

　　平成 24 年８月　「子ども・子育て関連３法」成立 

＜目的＞ 

幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総 

合的に推進する 

　　平成 27 年４月　「子ども・子育て支援新制度」スタート 

＜目的＞ 

・質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

　・保育の量的拡大・確保、教育保育の質的改善 

　・地域の子ども・子育て支援の充実 

　　　　　　　　　　　＜実施にあたって＞ 

　　　　　　　　　　　　　市町村が実施主体となり、地域のニーズに基づいて計画を 

策定し事業を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　審議事項　＜十日町市子ども・子育て会議条例 第２条 所掌事項＞ 

　(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、意見を述べること 

　(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、意見を述べること 

 

 

 

 

 

 

 

　(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定等に関し、意見を述べること 

 

 

 

 

 

十日町市では、 

平成 27～31 年度『十日町市子ども・子育て支援事業計画』 

令和２～６年度『十日町市子ども・子育て応援プラン』 

令和７～11 年度『十日町市こども計画』 

を策定 

 

 

 
 
 

 

　計画の進捗管理や子育てに関する施策に関して、市の実情を踏まえた

施策が実施されるよう保護者、関係団体の推薦を受けた者、子ども・子

育て支援に関する事業に従事する方、学識経験者、公募市民から意見を

聴くことを目的としています。 
　※年に２回(計画策定前年度は３回)程度開催予定

十日町市子ども・子育て会議

十

日

町

市

(1)特定教育・保育施設 
（幼稚園・保育所・認定こども園） 
 

(2)特定地域型保育事業 
（家庭的・小規模など）

①利用定員の 
設定申請 

②会議開催 

④確認 ③意見 

十

日

町

市

③策定変更 ①会議開催 

②意見 

十日町市 

こども計画
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